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 懲戒の対象となり得る行為の例 
区分 行 為 の 内 容 懲戒の種類 

犯 
罪 
行 
為 

殺人，強盗，不同意性交等，放火等の凶悪な犯罪行為又はその犯罪未遂行為 退学 

傷害行為 退学又は停学 

薬物犯罪行為 退学又は停学 

窃盗，詐欺，恐喝，賭博，住居侵入，他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯

罪行為 
退学，停学又は訓告 

痴漢行為（覗き見等を含む。），わいせつ行為（不同意わいせつ，公然わいせつ，

わいせつ物頒布等を含む。），性的姿態等撮影行為（性的影像記録の提供，保

管，送信又は記録を含む。） 

退学，停学又は訓告 

ストーカー行為 退学，停学又は訓告 

コンピュータ又はネットワークを用いた犯罪行為 退学，停学又は訓告 

交 
通 
事 
故 
等 

人身事故を伴う交通事故を起こし，その原因行為が無免許運転，飲酒運転，ひき

逃げ運転，暴走運転等の悪質な場合 
退学又は停学 

無免許運転，飲酒運転，暴走運転等の悪質な交通法規違反 停学又は訓告 

試 
験 
等 

本学が実施する試験等において，身代わり受験，カンニング等の不正行為を行っ

た場合並びに監督者の注意又は指示に従わない場合 
停学又は訓告 

レポートの盗作や剽窃 停学又は訓告 

本学が実施する試験等において，特に許可された場合を除き，スマートフォ

ン，ウェアラブル端末等の電子機器を身に付けたり操作した者 
停学又は訓告 

本学が実施する試験等において，言語，動作（携帯電話等を含む）をもって

他人と連絡を取った者 
停学又は訓告 

本学が実施する試験等において，不穏当な行為により試験等の実施を妨害し

た者 
停学又は訓告 

情 
報 
倫 
理 

インターネット利用による，公序良俗に反する行為，第三者への誹謗・中傷，プライ

バシーの侵害，人権侵害、法令違反及び虚偽情報の発信の行為があった場合 
退学，停学又は訓告 

ソフトウェアなどの著作権及び特許権その他の知的財産権の侵害を行った場合 退学，停学又は訓告 

非 
違 
行 
為 

 
 
 
 
 
 
 
 

飲酒を強要し，急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合 退学又は停学 

本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる行為 退学，停学又は訓告 

論文やデータの捏造，盗用，改ざん等の研究活動の不正行為 退学，停学又は訓告 

本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用，器物の破壊，汚損，不

法改築等 
退学，停学又は訓告 

本学構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁，拘束等の行為 退学，停学又は訓告 

ハラスメントに当たる行為 退学，停学又は訓告 

20 歳未満と知りながら飲酒又は喫煙を強要した場合 

20 歳未満の者が飲酒又は喫煙をした場合 
停学又は訓告 

キャンパス内およびキャンパス近隣への無断駐車等の迷惑行為 停学又は訓告 

法令若しくは本学の規則，ガイドライン等に違反する行為又は学生の本分に反する

行為 
退学，停学又は訓告 

その他、本学の信用を著しく失墜させる行為を行った場合 退学，停学又は訓告 

 


